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お問合せ●税務課課税係　☎ 76-5402

お問合せ●佐原税務署　☎ 0478-54-1331
お問合せ●	千葉県香取県税事務所

	 ☎ 0478-54-1314
　　　　●	千葉県総務部税務課

	 ☎ 043-223-2127

時間●午後2時～ 3時 30分

お問合せ●佐原税務署　☎ 0478-54-1331

①一般行政職初級　3〜 5名
②技術職（土木）上級　1名

職種・採用予定者数

年末調整や確定申告に必要な書類

インボイス制度・改正電子帳簿保存法の説明会が開催されます

今後の年末調整説明会は実施しません 自動車税の納付はお済みですか

お問合せ●総務課庶務係　☎ 76-2611（〒289-2292 多古町多古584番地）

◦�11月1日（月）～ �11月22日（月）まで
◦役場2階の総務課で受付（土・日・祝日を除く）[午前8時30分～午後5時15分]
※郵送の場合は、11月22日（月）必着。
※申込書につきましては町ホームページで確認および取得をお願いします。

申込書の受付

教養試験 （1次試験）
12月5日（日）午前10時から

試験会場
多古町役場

町職員募集！令和4年4月採用

受験資格
一般行政職初級
　●�平成3年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方で、高校卒業（令和4年3月に卒業見込みの

方を含む）以上の方。
技術職（土木）上級
　●�昭和56年4月2日以降に生まれた方で、1級土木施工管理技士・2級土木施工管理技士・技術士・
RCCMのいずれかの資格を有し、民間企業などにおける土木関係の職務経験年数が通算10年以上ある方。

　年末が近づいてくると、税金の申告に必要となる書類（控除証明書・年金の
源泉徴収票）などが送られてきます。大切に保管しましょう！

■国民年金保険料控除証明書
　�11月上旬に日本年金機構から、はがきの『社会保険料（国民年金保険料）控除証明書』が送付されます。
　国民年金保険料は、納付した全額が社会保険料控除の対象となります。税金の申告時に社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書が必要です。
お問合せ●住民課国保年金係☎	76-5405
　　　　●佐原年金事務所☎	0478-54-1442
■所得控除に必要となる証明書　支払い証明書が保険会社から送付されます。
・新（旧）生命保険や介護医療保険、新（旧）個人年金保険の1年間に支払った保険料の証明書
・損害保険契約などについて、1年間に支払った地震等損害部分の保険料の証明書
■源泉徴収票　年金機構や勤務先から送付されます。
　源泉徴収票とは給与・年金額、源泉所得税額が記載された書類です。

　個人事業者の方を対象に消費税のインボイス制
度・改正電子帳簿保存法の説明会を開催します。
　インボイス制度は消費税の課税事業者だけではな
く、売上 1,000 万円以下の免税事業者も対象とな
ることがありますので、ぜひご参加ください。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大や行政のデ
ジタル化の観点から、これまで実施していた税務署
主催の年末調整説明会については、本年度以降実施
しないこととなりました。年末調整関係の各種様式
などについては、国税庁ホームページから入手でき
ますのでご利用ください。
　なお、税務署で面接相談を希望される方は、事前
に電話でご予約をお願いします。

　千葉県では、自動車税の未納を防ぐため、１０月
から１月までを滞納整理強化期間とし、給与・預貯
金・自動車などの差押えを強化します。
　自動車税が未納の場合は、至急納付ください。
また、新型コロナウイルス感染症や災害などにより
納付できない場合は納税の猶予が認められる場合が
ありますので、ご連絡ください。

税金の申告に必要な書類が
届く時期です！

町税の納め忘れにご注意ください！
税金は私たちの暮らしを支える大切な財源です。期限内に納めましょう。

■口座振替が便利です！
　町税は、役場窓口・金融機関・郵便局のほか、コ
ンビニ、LINE�Pay・PayPay でのスマホ決済でも
納めることができます。
　また、納め忘れを無くすために口座振替の利用を
おすすめします。利用したい口座の通帳と印鑑をお
持ちの上、お申し込みください。なお、ゆうちょ銀
行の場合は、直接郵便局の窓口へお願いします。
口座振替取扱金融機関
　◦千葉銀行　　　◦京葉銀行
　◦佐原信用金庫　◦かとり農業協同組合多古支店
　◦ゆうちょ銀行

■税金を滞納すると
◦	滞納期間に応じて年利8.8％の延滞金が加算され	
ます。

◦補助金受給などが制限されることがあります。
◦	町が行う公共事業の入札に参加できなくなります。

■滞納を放置すると
　納期内に納めない場合は、督促状・催告書を送付
します。
　督促状・催告書にも対応いただけない場合は、財
産（預貯金、給与、生命保険、不動産、動産）の差し
押さえを行うことになります。

お問合せ●税務課収税係　☎ 76-5402
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開催日 会場 定員

11月 5日（金） 佐原中央公民館 70

11月25日（木）
多古町役場2階第 4会議室

42

12月 7日（火） 42

12月10日（金）佐原中央公民館 70
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